
広
島
県
会
計
総
務
課
出
納
管
理
グ
ル
ー
プ

☎
０
８
２
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５
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３

－

２
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１
２

広
島
県
収
入
印
紙
の
廃
止
に
よ
り
、
各

種
手
数
料
の
納
付
方
法
は
現
金
・
納
付
書

で
の
納
付
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

●
手
数
料
納
付
の
流
れ
（
例
）

自
動
車
運
転
免
許
証
更
新
・
自
動
車
保

管
場
所
証
明
・
産
廃
収
集
運
搬
業
許
可
・

介
護
支
援
専
門
員
関
係
・
電
気
工
事
士
免

状
・
教
職
員
免
許
法
定
講
習
・
旅
券
（
パ

ス
ポ
ー
ト
）
発
給
・
漁
船
登
録
・
飲
食
店

営
業
許
可
・
建
設
業
許
可
・
卒
業
証
明
書

な
ど

●
未
使
用
の
収
入
証
紙
の
買
戻
し
手
続
き

平
成
31
年
10
月
31
日

・
広
島
県
収
入
印
紙
買
戻
し
請
求
書
兼
領

収
証
書

・
口
座
振
替
依
頼
書
（
郵
送
、
も
し
く
は

合
計
額
が
１
万
円
を
超
え
る
場
合
）

※

右
記
書
類
に
は
認
印
が
必
要
で
す
。

※

必
要
書
類
は
窓
口
に
て
配
布
、
も
し
く

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

し
て
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
送
付
さ

せ
て
い
た
だ
く
事
も
可
能
で
す
の
で
、

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
窓
口
請
求

・
そ
の
場
で
現
金
返
金

※

買
戻
し
を
希
望
す
る
証
紙
の
合
計
金
額

が
１
万
円
以
下
の
場
合
に
限
り
ま
す
。

（
１
万
円
を
超
え
る
場
合
は
口
座
振
替

に
な
り
ま
す
）

●
郵
送
請
求

・
買
戻
し
を
希
望
す
る
証
紙
の
金
額
に
か

か
わ
ら
ず
、
口
座
振
替
に
よ
り
返
金

●
買
戻
し
手
続
き
窓
口
一
覧

8
時
30
分
〜
17
時
15
分

休
日
／
土
・
日
・
祝

広
島
県
収
入
証
紙
の
廃
止
に
伴
う

各
種
手
数
料
納
付
方
法
の
変
更

江
の
川
洪
水
情
報

緊
急
配
信
メ
ー
ル
配
信
開
始

危
機
管
理
課

☎
42

－

５
６
２
５
　
　
42

－

４
３
７
６

三
次
年
金
事
務
所

☎
０
８
２
４

－

62

－

３
１
０
７

申請受付窓口にて
手数料額を確認

手数料納付窓口にて
現金で納付

申請受付窓口または
手数料納付窓口へ申請書提出

納付書で納付 現金で納付

申請受付窓口にて
納付書の受け取り

金融機関等にて
納付書で納付し

払込証明書の受け取り

払込証明書を申請書に
貼り付けて申請窓口へ提出

買戻し受付窓口

西部総務事務所
西部総務事務所・総務第二課
西部総務事務所　呉支所
西部総務事務所　東広島市支所
東部総務事務所
東部総務事務所・総務第二課
北部総務事務所
北部総務事務所・総務第二課

受付方法

持参のみ
持参のみ
持参のみ
持参のみ
持参のみ
持参のみ
持参のみ
持参のみ

還付方法

窓口還付のみ
窓口還付のみ
窓口還付のみ
窓口還付のみ
窓口還付のみ
窓口還付のみ
窓口還付のみ
窓口還付のみ

電話番号

☎082-513-5483

☎0829-32-1141

☎0823-22-5400

☎082-422-6911

☎084-921-1311

☎0848-25-2011

☎0824-63-5181

☎0824-72-2015

所在地

広島市中区基町10-52
廿日市市桜尾本町11-1
呉市西中央1-3-25
東広島市西条昭和町13-10
福山市三吉町1-1-1
尾道市古浜町26-12
三次市十日市東4-6-1
庄原市東本町1-4-1

会計総務課 持参
または郵送

窓口還付
または口座振替 ☎082-513-2112広島市中区基町10-52

広島県庁本館1F

※各総務事務所での受付は、買戻しを希望する証紙の合計金額が１万円以下であって、窓口還付の場合に限ります。

●
保
険
料
の
未
納
が
続
く
と

日
本
年
金
機
構
で
は
、
保
険
料
を
納
付

期
限
ま
で
に
納
め
て
い
た
だ
け
な
い
方
に

対
し
て
、
電
話
、
書
面
、
面
談
に
よ
り
早

期
に
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
案
内
を
行
っ

て
い
ま
す
。

未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
と
、
強
制
徴

収
の
手
続
き
に
よ
っ
て
督
促
を
行
い
、
指

定
さ
れ
た
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合

は
、
延
滞
金
が
課
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

「
納
付
義
務
の
あ
る
方
」
の
財
産
を
差
し

押
さ
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め

の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

「
納
付
義
務
の
あ
る
方
」
と
は
被
保
険

者
本
人
、
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を

負
う
配
偶
者
及
び
世
帯
主
に
な
り
ま

す
。

●
免
除
等
の
申
請

保
険
料
が
納
め
ら
れ
て
い
な
い
状
態

で
、
万
一
、
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮

の
事
態
が
発
生
す
る
と
、
障
害
基
礎
年
金

や
遺
族
基
礎
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
免
除
や
猶
予
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
近
く
の
年
金

事
務
所
ま
た
は
市
役
所
本
庁
・
支
所
に
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
国
民
年
金
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
期
限
は
、
法

令
で
「
納
付
対
象
月
の
翌
月
末
日
」
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
保
険
料
は
納
付
期
限

ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

※

納
付
期
限
ま
で
に
保
険
料
を
納
め
な
い

と
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が

受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

平
成
29
年
４
月
分
か
ら
平
成
30
年
３
月

分
ま
で
の
保
険
料
は
、
月
額
１
６
，
４
９

０
円
で
す
。
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、
金
融

機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
で
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
　

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納

付
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利
用
し
て
の

納
付
、
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、
ま
と
め
て
前
払
い
す
る
と
、
割

引
き
が
適
用
さ
れ
る
の
で
お
ト
ク
で
す
。

※

平
成
29
年
４
月
よ
り
、
新
た
に
現
金
・

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
に
よ
る
２
年

前
納
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
保
険
料
に
、
少
し
だ
け
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
年

金
額
を
多
く
受
け
取
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。（
付
加
保
険
料
の
納
付
）

近
年
、
記
録
的
な
豪
雨
に
よ
り
、
全
国

的
に
大
規
模
な
水
害
や
土
砂
災
害
が
頻
発

し
て
い
ま
す
。
国
土
交
通
省
で
は
、
市
民

の
皆
様
の
避
難
行
動
に
役
立
て
て
い
た
だ

く
た
め
、
江
の
川
の
水
位
が
避
難
勧
告
の

目
安
で
あ
る
「
氾
濫
危
険
水
位
」
に
到
達

し
た
場
合
や
氾
濫
が
発
生
し
た
場
合
に
、

携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
洪
水
情

報
の
緊
急
速
報
メ
ー
ル
を
配
信
し
ま
す
。

（
平
成
29
年
５
月
運
用
開
始
）

詳
細
は
三
次
河
川
国
道
事
務
所
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.cgr.m

lit.go.jp/m
iyoshi/disaster

/index.htm
l

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期
限

ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

河川名 水位観測所名 観測所の所在地 配信エリア

吉田

粟屋江の川

尾関山

吉田町吉田 安芸高田市及び
三次市の全域

安芸高田市及び
三次市の全域

三次市粟屋町 三次市の全域

三次市三次町

緊急速報メールによる洪水情報の配信対象エリア

●氾濫危険水域に到達した時

●堤防が壊れ河川の水が溢れる

●河川の水が堤防を超え、住宅側に氾濫し始めた時

対
象

期
限

必
要
書
類

返
金
方
法

返
金
方
法

受
付
時
間

緊急地震速報や特別警報、避難勧告等の
情報を、該当のエリア（安芸高田市では
安芸高田市全域）に存在する携帯電話や
スマートフォンに一斉に配信する仕組み
です。

※登録・申請不要

※緊急速報メールとは●
緊
急
速
報
メ
ー
ル
の
配
信
タ
イ
ミ
ン
グ

「江の川上流　緊急速報メール」で検索
検索江の川上流　緊急速報メール

詳しくは

1213 広報 あきたかた 平成29年5月号広報 あきたかた 平成29年5月号




